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旧
・
新
商
法
下
の
株
主
総
会
と
企
業
支
配

　
　
　
一
　
序

　
わ
が
国
企
業
の
支
配
に
つ
い
て
は
、
経
営
者
支
配
が
優
勢
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
と
し
ば
し
ぱ
い
わ
れ
て
き
た
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
を
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
と
の
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

わ
り
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
机
が
成
り
立
ち
う
る
か
ど

う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
1
）
　
例
え
ぱ
、
つ
ぎ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
三
戸
公
・
正
木
久
司
・
晴
山
英
夫
『
犬
企
業
に
お
け
る
所
有
と
支

　
　
配
』
未
来
社
、
一
九
七
三
年
。

　
　
西
山
忠
範
『
現
代
企
業
の
支
配
構
造
－
株
式
会
社
制
度
の
崩

　
　
壊
』
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
。

　
（
2
）
　
企
業
支
酊
を
株
主
総
会
と
緒
ぴ
つ
け
て
取
り
あ
げ
る
理
歯
に
つ

　
　
い
て
は
、
つ
ぎ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
　
　
田
　
　
光
　
　
弘

　
　
平
田
光
弘
『
わ
が
国
株
式
会
社
の
支
配
』
・
千
倉
書
房
、
一
九
八
二

　
　
年
、
は
し
が
き
。

　
　
平
田
光
弘
（
稿
）
「
経
営
学
か
ら
み
た
わ
が
国
の
株
主
総
会
」
『
商

　
　
事
法
務
』
第
九
七
七
号
（
一
九
八
三
年
六
月
二
十
五
目
号
）
、
二
七

　
　
－
三
二
頁
。

　
　
　
二
　
旧
商
法
下
の
株
主
総
会
に
お
け
る

　
　
　
　
　
議
決
権
行
使
の
実
態

　
は
じ
め
に
、
旧
商
法
下
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
の

実
態
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
実
態
分
析
の
対
象
を

株
主
総
会
出
席
株
主
、
株
主
総
会
進
行
状
況
、
委
任
状
勧
誘
、
大

株
主
懇
談
会
お
よ
び
特
殊
株
主
の
五
つ
に
絞
り
、
『
株
主
総
会
白

＾
1
）

書
』
（
商
事
法
務
研
究
会
…
大
和
証
券
経
済
研
究
所
、
一
九
七
六

〃

■
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1
八
二
年
調
査
）
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ

ら
五
つ
の
実
態
に
関
す
る
分
析
結
果
を
要
約
し
て
示
せ
ば
、
以
下

　
　
　
　
　
＾
2
〕

の
と
お
り
で
あ
る
。

○
　
株
主
総
会
出
席
株
主
の
実
態

　
④
多
く
の
企
業
で
は
、
現
実
出
席
株
主
の
人
数
は
八
O
人
ど
ま

り
、
そ
の
持
株
比
率
は
発
行
済
株
式
総
数
の
わ
ず
か
五
％
以
下
で

あ
っ
た
。
◎
多
く
の
企
業
で
は
、
委
任
状
出
席
株
主
の
持
株
比
率

は
発
行
済
株
式
総
数
の
五
〇
％
を
超
え
、
ま
た
そ
れ
は
総
会
出
席

株
主
の
持
株
総
数
の
七
〇
％
を
超
え
た
。
◎
多
く
の
企
業
で
は
、

総
会
出
席
株
主
の
人
数
は
総
株
主
数
の
一
五
－
三
〇
％
に
留
支
っ

た
が
、
そ
の
持
株
比
率
は
発
行
済
株
式
総
数
の
六
〇
1
九
〇
％
に

及
ん
だ
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
委
任
状
出
席
株
主
は
現
実
出
席
株
主
よ
り

も
は
る
か
に
大
き
な
議
決
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

⇔
　
株
主
総
会
進
行
状
況
の
実
態

　
④
ほ
と
ん
ど
の
企
業
で
は
、
付
議
議
案
に
対
し
て
、
株
主
か
ら

の
質
疑
も
反
対
意
見
も
出
な
か
っ
た
。
◎
多
く
の
企
業
で
は
、
株

主
の
発
言
は
せ
い
ぜ
い
議
事
進
行
の
動
議
に
限
ら
れ
、
そ
の
発
言

は
、
人
数
で
は
三
人
以
下
、
持
株
数
で
は
五
、
O
O
O
株
未
満
、

と
く
に
五
〇
〇
株
未
満
の
小
零
細
株
主
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。

◎
ほ
と
ん
ど
の
企
業
で
は
、
株
主
総
会
制
度
に
な
じ
ま
な
い
墾
言

は
出
な
か
っ
た
。
θ
多
く
の
企
業
で
は
、
株
主
総
会
は
わ
ず
か
一

0
1
二
五
分
と
い
う
短
時
間
で
終
了
し
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
株
主
総
会
は
短
時
間
で
終
了
し
て
い
た
こ

と
が
知
れ
る
。

β
　
委
任
状
勧
誘
の
実
態

　
④
多
、
く
の
企
業
は
、
定
足
数
を
要
す
る
議
案
が
あ
る
と
の
理
由

か
ら
、
全
株
主
に
対
し
て
委
任
状
勧
誘
を
行
っ
た
。
◎
多
く
の
企

業
は
、
大
株
主
に
対
す
る
委
任
状
勧
誘
を
、
一
般
株
主
に
対
す
る
．

勧
誘
と
同
じ
方
法
（
郵
送
）
で
行
っ
た
が
、
よ
り
積
極
的
な
方
法

（
個
別
訪
間
、
電
話
等
）
で
こ
れ
を
行
っ
た
企
業
も
か
な
り
あ
っ

た
。
◎
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
大
株
主
は
、
上
位
三
〇
位
ま
で
の
も

の
が
大
都
分
で
あ
り
、
そ
の
累
計
持
株
比
率
は
、
発
行
済
株
式
総

数
の
四
〇
1
七
〇
％
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
θ
多
く
の
企
業
で
は
、

大
株
主
か
ら
集
め
ら
れ
た
委
任
状
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
三
〇

1
七
〇
％
に
の
ぼ
っ
た
。
㊥
多
く
の
企
業
で
は
、
全
株
主
か
ら
集

め
ら
れ
た
委
任
状
は
、
発
送
数
の
一
〇
1
四
〇
％
に
留
ま
っ
た
が
、

発
行
済
株
式
総
数
の
五
0
1
八
O
％
に
及
ん
だ
。
θ
多
く
の
企
業

で
は
、
全
株
主
か
ら
築
め
ら
れ
た
委
任
状
の
大
都
分
は
、
議
案
に

対
し
賛
否
の
指
示
の
な
い
白
紙
委
任
状
で
あ
ろ
た
。

別
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
株
主
総
会
の
定
足
数
は
委
任
状
の
み
で
充

た
さ
れ
、
賛
成
票
が
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
め
る
。

㈲
　
大
株
主
懇
談
会
の
実
態

　
④
大
株
主
懇
談
会
は
、
営
業
状
況
を
報
告
し
付
議
議
案
に
つ
い

て
事
前
の
承
認
を
得
る
目
的
で
、
あ
る
い
は
営
業
状
況
を
報
告
し

大
株
主
と
の
一
般
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
冒
ン
を
図
る
目
的
で
開

か
れ
た
。
◎
そ
れ
は
二
二
－
二
六
％
の
企
業
で
開
催
さ
れ
た
に
留

ま
っ
た
が
、
そ
の
比
率
は
徐
々
に
高
ま
り
、
二
〇
％
台
に
の
ぽ
っ

て
い
る
。
◎
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
大
株
主
は
、
株
主
順
位
で
一
－

三
〇
位
、
累
計
持
株
比
率
で
三
〇
1
七
〇
％
を
占
め
る
企
業
が
多

く
、
ま
た
そ
の
属
性
と
し
て
は
、
金
融
機
関
関
係
も
し
く
は
取
引

先
・
関
係
会
社
等
が
非
常
に
多
か
っ
た
。
θ
大
株
主
の
役
員
人
事
、

経
営
方
針
、
決
算
・
配
当
方
針
に
対
す
る
影
響
カ
を
認
め
る
企
業

も
多
か
っ
た
。
㊥
大
株
主
懇
談
会
を
持
た
な
い
企
業
で
も
、
上
位

三
〇
位
ま
で
の
大
株
主
か
ら
、
毎
回
ま
た
は
必
要
の
都
度
、
付
議

議
案
の
了
解
を
得
る
こ
と
が
し
ば
し
ぱ
行
わ
れ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
付
議
議
案
の
事
前
承
認
を
得
る
た
め
に
、

大
株
主
へ
の
根
回
し
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

㈲
　
特
殊
株
主
の
実
態

　
④
多
く
の
企
業
で
は
、
付
き
合
い
を
し
た
特
殊
株
主
の
人
数
は

三
〇
〇
人
以
下
で
あ
っ
た
。
◎
多
く
の
企
業
で
は
、
付
き
合
い
を

し
た
特
殊
株
主
の
持
株
数
は
二
〇
〇
株
以
下
で
あ
っ
た
。
◎
多
く

の
企
業
で
は
、
総
会
出
席
特
殊
株
主
の
人
数
は
わ
ず
か
一
〇
人
足

ら
ず
で
あ
っ
た
。
θ
多
く
の
企
業
で
は
・
総
会
出
席
特
殊
株
主
の

株
主
比
率
は
、
現
実
出
席
株
主
数
の
三
〇
％
近
く
に
達
し
た
が
、

そ
の
持
株
比
率
は
現
実
出
席
株
主
の
持
株
総
数
の
わ
ず
か
一
〇
％

足
ら
ず
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
企
業
は
特
殊
株
主
を
株
主
総
会
運
営
の
円

滑
化
の
た
め
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　
旧
商
法
下
の
、
と
く
に
一
九
七
六
年
か
ら
八
二
年
に
か
け
て
の
、

株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
の
実
態
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の

と
お
り
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
『
わ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

が
国
の
株
主
総
会
に
関
す
る
調
査
』
（
一
橋
大
単
産
業
経
営
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

所
、
一
九
八
二
年
調
査
）
に
よ
っ
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
、

　
（
1
）
　
犬
和
証
券
株
式
会
社
調
査
部
編
『
株
主
総
会
白
書
』
一
九
七
六

　
　
－
八
一
年
版
、
『
商
事
法
務
』
第
七
五
一
、
七
八
五
、
八
一
九
、
八

　
　
五
三
、
八
八
七
、
九
二
二
号
、
所
載
。
大
和
証
券
経
済
研
究
所
編

　
　
『
株
主
総
会
白
書
』
一
九
八
二
年
版
、
『
商
事
法
務
』
第
九
五
六
号
、

　
　
所
載
。

　
　
回
答
企
業
数
・
回
答
率
の
内
訳
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
一
九
七
六
年
（
一
、
六
八
二
社
中
七
二
四
社
、
聖
二
・
O
％
）

朋
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一
九
七
七
年
（
一
、
六
九
三
社
中
七
六
三
社
、
四
五
二
％
）

　
　
一
九
七
八
年
（
一
、
七
二
五
社
中
七
七
四
社
、
四
四
・
九
％
）

　
　
一
九
七
九
年
（
一
、
七
〇
五
社
中
七
〇
八
社
、
四
一
・
五
％
）

　
　
一
九
八
○
年
（
一
、
七
一
五
社
中
六
三
三
社
、
三
六
・
九
％
）

　
　
一
九
八
一
年
（
一
、
七
一
四
社
中
六
〇
九
祉
、
三
五
・
五
％
）

　
　
一
九
八
二
年
（
一
、
七
五
五
社
中
六
六
九
社
、
三
八
・
一
％
）

（
2
）
　
そ
の
詳
紬
に
つ
い
て
は
、
平
田
光
弘
、
前
掲
書
、
第
三
章
お
よ

　
ぴ
第
四
章
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
　
一
橋
犬
学
産
業
経
営
研
究
所
編
《
調
査
報
告
彰
『
わ
が
国
の
株

　
圭
総
会
に
関
す
る
調
査
』
一
橋
大
挙
産
業
経
営
研
究
所
、
一
九
八
二

　
年
九
月
。

　
　
回
答
企
業
数
・
回
答
率
の
内
訳
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
九
八
二
年
（
一
、
七
三
四
社
中
五
二
五
社
、
三
〇
・
三
％
）

（
4
）
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
平
田
光
弘
、
前
掲
書
、
第
五
章
、
の

　
ほ
か
、
さ
ら
に
つ
ぎ
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
平
田
光
弘
（
稿
）
「
わ
が
国
の
株
主
総
会
・
犬
株
主
懇
談
会
・
特

殊
株
主
と
企
業
支
配
－
『
わ
が
国
の
蛛
主
総
会
に
関
す
る
調
査
』

を
中
心
と
し
て
」
一
橋
大
学
研
究
年
報
『
商
挙
研
究
』
二
四
（
一
九

八
三
年
四
月
）
、
五
九
－
一
五
四
頁
。

三

旧
商
法
下
の
株
主
総
会
と
企
業
支
配

ー
そ
の
実
証
分
析

旧
商
法
下
の
株
主
総
会
は
、
企
業
運
営
の
重
要
事
項
に
つ
い
て

株
主
の
総
意
を
決
定
す
る
企
業
最
高
の
必
要
機
関
で
あ
る
と
い
わ

れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
う
え
で
明
ら
か
に
な
っ
た

よ
う
に
、
株
主
に
対
す
る
委
任
状
勧
誘
を
通
じ
て
、
付
議
議
案
の

可
決
に
必
要
な
株
式
数
が
事
前
に
確
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
株
主
総
会
自
体
に
つ
い
て
も
、
特
殊
株
主
、
す
な
わ
ち
総
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

会
屋
に
そ
の
進
行
役
を
ま
か
せ
る
例
が
多
く
、
付
議
議
案
の
審
議

に
か
か
わ
る
発
言
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
実
状
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
結
果
、
株
主
総
会
で
は
、
付
議
議
案
に
つ
い
て
の
実
質
的
な

審
議
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
、
直
ち
に
議
案
の
採
択
が
な
さ
れ
、

株
主
総
会
は
短
時
間
で
終
了
す
る
の
が
普
通
と
な
っ
て
い
た
。
つ

ま
り
、
旧
商
法
下
の
株
主
総
会
は
、
意
思
決
定
の
場
と
し
て
の
機

能
を
実
質
的
に
は
な
ん
ら
果
た
さ
ず
、
形
骸
化
・
無
機
能
化
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
付
議
議
案
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
審
議
は
ど
こ
で

行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
実
質
的
な
審
議
の
場
は
二

つ
あ
る
、
と
筆
者
は
み
て
い
る
。
一
つ
は
大
株
主
懇
談
会
で
あ
り
、

い
ま
一
つ
は
大
株
主
に
対
す
る
個
別
の
根
回
し
で
あ
る
。
し
か
も
、

付
議
議
案
に
つ
い
て
大
株
主
か
ら
の
了
解
を
得
る
た
め
の
そ
う
し

た
根
回
し
に
は
、
こ
の
二
つ
の
い
ず
れ
か
一
方
に
よ
っ
て
そ
れ
が

行
わ
れ
る
場
合
と
、
こ
の
二
つ
の
併
用
に
よ
っ
て
そ
れ
が
行
わ
れ

朋
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；
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↑
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N
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H
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．
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H
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N
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N
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N
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阜
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〇
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企
o
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伽
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N

（
8
1
α
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o
o
o
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H
．
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）

N
い
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N
；
）

ご
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ω
α
℃

一
〇
〇

ω
ひ
　
　
　
一
ヒ

（
睾
伽
）

；
山
　
　
　
ま
N

（
鼻
H
）

N
o
　
　
　
　
巨
o

（
鼻
N
）

　
〇
　
　
　
　
　
一

（
o
－
o
）

童
o
o

＃
H
一

巨
o

8（
一
ご
）

＝
⑩（

一
ご
）

－
3

（
N
一
．
ω
）

ご
o

（
N
α
l
H
）

景
o（

N
竃
）

熊
“
斗
諜
牌
戴
黙
粉
呼
悪
サ
岸
サ
“
計
怜
糊
薄
苗
ト
9
回
蝋
帝
糊
薄
θ
房
灘
貢
J
咄
θ
～
皆
o
べ
針
｝
。

　
岩
ぎ
省
（
s
餉
洋
－
誌
o
洋
）
i
H
ξ
、
令
（
室
甘
岸
一
葛
蜆
洋
）
－
一
ξ
o
o
辛
（
望
①
嘗
一
、
a
官
）
－
崔
遣
令
（
3
o
芹
一
s
N
岸
）
i

　
］
o
o
o
N
舟
（
竃
－
岸
i
a
一
鳶
）
。

る
場
合
と
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
企
業

の
支
配
の
問
題
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
と
の
つ
な

が
り
で
こ
れ
を
み
た
場
合
、
付
議
議
案
に
関
す
る
事
前
の
そ
う
し

た
根
回
し
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
筆
者
は
、
わ
が
国

企
業
の
支
配
に
関
す
る
実
証
分
析
の
重
要
な
課
題
は
、
株
主
総
会

に
お
け
る
付
議
議
案
に
つ
い
て
の
、
経
営
者
に
よ
る
大
株
主
へ
の

事
前
の
根
回
し
の
実
態
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
る
、
と
解
し
て

一
〇
〇
〇
〇
舟
（
｛
o
－
洋
．
s
o
博
）
－

岩
o
o
－
舟
（
圭
o
岸
－
8
o
o
桜
）
．

い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
若
干
の
実

証
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
分
析
・
の
資
料
は
、
前

出
の
『
株
主
総
会
白
書
』
お
よ
び
『
わ
が
国
の
株
主
総
会
に
関
す

る
調
査
』
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

　
は
じ
め
に
、
『
株
主
総
会
白
書
』
に
よ
っ
て
そ
の
分
析
を
進
め

る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
表
1
は
、
大
株
主
懇
談
会
を
開
い
た
企

業
に
つ
い
て
、
一
九
七
六
年
か
ら
八
二
年
ま
で
の
賞
本
金
別
調
査

魁

■
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（25）　旧・新商法下の株主総会と企業支配

　　　　　　　　　　　　　表2大株主懇談会の性楮 祉数，（ ）内％

~
~
 

~~ 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

~~~] ~A ~ 37 23 37 63 59 64 50 

(38.9) (21.3) (31.1) (39.9) (43.7) (40.3) (35.7) 

~~ ~h ~~ 72 69 75 110 101 ll8 l09 

(75.8) (63.9) (63.0) (69.6) (74.8) (74.2) (77.9) 

~! ~~ /*1~: 30 28 35 70 59 53 65 

(31.6) (25.9) (29.4) (44.3) (43.7) (33*3) (46.4) 

~
,
 

a) it~ 1
 

4
 

6
 

o
 

o
 

1
 

2
 

(1.1) (3.7) (5.0) (0.0) (0.0) (0.6) (1.4) 

95 108 ll9 158 135 159 140 ~
~
 
p
 (100.0) (100.0) (1C0.0) (100.0) (lO0.0) (100.0) (lO0.0) 

出所1表1に同L。
　注1璽複回答。

結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
1
か
ら
分
か
る
の
は
、
七
六
年

か
ら
七
八
年
に
か
け
て
大
株
主
懇
談
会
が
ニ
ニ
ー
一
五
％
程
度
の

企
業
で
開
か
れ
た
が
、
七
九
年
以
降
そ
れ
は
二
〇
％
台
の
企
業
、

つ
ま
り
五
社
に
一
社
の
割
合
で
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま

た
資
本
金
別
で
み
る
と
、
一
〇
億
円
超
一
〇
〇
億
円
以
下
の
企
業

で
の
開
催
が
比
較
的
多
く
、
漸
増
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。
一

〇
億
円
以
下
の
企
業
で
の
開
催
も
漸
増
し
て
い
る
が
、
一
〇
〇
億

円
超
の
企
業
で
の
開
催
は
漸
増
か
ら
漸
減
に
転
じ
て
い
る
。
つ
ぎ

に
表
2
は
、
大
株
主
懇
談
会
の
性
格
に
つ
い
て
、
一
九
七
六
年
か

．
ら
八
二
年
ま
で
の
調
査
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
2
か
ら
、

大
株
主
懇
談
会
を
報
告
会
と
み
る
企
業
が
最
も
多
く
、
六
三
－
七

八
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
次
い
で
多
い
の
は
、

大
株
主
懇
談
会
を
親
睦
会
ま
た
は
根
回
し
会
と
み
る
企
業
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
二
六
－
四
六
％
、
二
一
－
四
四
％
を
占
め
て
い
る
。
だ

が
、
そ
れ
ら
の
割
合
は
前
者
の
約
半
分
に
留
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
表
3
は
、
大
株
主
へ
の
個
別
の
根
回
し
を
行
っ
た
企
業
に
つ
い

て
、
一
九
七
六
年
か
ら
七
七
年
ま
で
の
資
本
金
別
調
査
結
果
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
表
3
か
ら
分
か
る
の
は
、
大
株
主
へ
の
個
別

の
根
回
し
を
行
っ
た
企
業
が
二
四
％
、
つ
ま
り
四
社
に
一
社
の
割

合
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
資
本
金
別
で
み
る
と
、
一

肋
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い企七はるOO。業社’。O億
　が（七一億円
　大六六方円以
　株六年’超下
　主’に大のの鼻峯畠肇棄奏

し　　八へでで　に一て　　一ののの個莞垂個根根
別だΩ別回回
の　　ハのしし報カミ六根はが
告そ毛回悲比
肴？砧理藷
つつ’行少多たち七わない
　のか　　七ないのはど年かこに
定れにっと対
かほはたがし
でど五企知’
なの○業れ一

表3犬株主への個別の根回しを行った企業

　　　　　　　　　　社数，（　）内％
~~~:~~~ l ({~: F~I ) 

1976 1977 

10 J~･~tT 68 ~_08 68 209 

(32.7) (32.5) 

100 ･~:T 97 401 lOO 43 7 

(24.2) (22.9) 

100 ~~ 7
 

ll5 11 117 -

(6.1) (9.4) ･
l
 172 724 l

 
179 763 

(23.8) (23.5) 

出所：『株主総会白書』19フ6一η年版から作成。

注11）大株主への個別の根回Lを行わたかった企薬数およぴ

　　回答企業数の内訳はつぎのとおりである。
　　1976年（493社。棚社〕。19η年（507社。686祉）。
　2）19ア8年以降の調査は行われていたい。

査懇同
結談様つ
果会のぎ
をを分に
示開析’
しいを『たた進蒙
美棄窒国
　　　一　の
でにあつΣ株
　　　　主
㍗仁愛
表’よ育　　　、　に

姜デ璽
み八まg
て二ずる
気年表調

表5大株主懇談会の性格
　　　　社数，（）内％

づの4査
く資は』　蜥：表4に肌
　　　　　　　注：皿複回答。の本　、に
は金大よ
’別株つ
大調主て

表4　犬妹主懇談会を開いた企業

　　　　　　祉数。（　）内％

性　楕 1982 資本金（億円） 1982

根回し会 19 10以下 8 111

（26．4） （7．2）

報告会 52 100以下 48 318

（72．2） （15，1）

親睦会 61 100　超 16 96

（84．7） （16．7）

その他 2 ■

72 525
（2・8） 計

（13．7）

計
12

出所1『わが国の株主総会信関する調蛮』か
（100．O） ら作成。

帖三十族幸魏謝会由囲かかか一た企董挽お注．犬株主懇談会を開かたかった企棄数お

　よび回答企棄数の内蜘主っぎのとおり

　である0
　1982手F　（447宅止I　519宅止）o

26
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（27）　旧・新商法下の株主総会と企業支配

株
主
懇
談
会
が
表
1
の
同
年
次
と
較
べ
れ
ぱ
、
そ
の
約
半
数
の
企

業
で
開
か
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
資
本
金
別
で
み

る
と
、
一
〇
〇
億
円
趨
の
企
業
や
一
〇
億
円
超
一
〇
〇
億
円
以
下

の
企
業
で
の
開
催
が
や
や
多
く
、
一
〇
億
円
以
下
の
企
業
で
の
開

催
は
や
や
少
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。
つ
ぎ
に
表
5
は
、
大
株
主
懇

談
会
の
性
格
に
つ
い
て
、
一
九
八
二
年
の
調
査
結
果
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
表
5
か
ら
、
大
株
主
懇
談
会
を
親
睦
会
と
み
る
企
業

が
最
も
多
く
、
八
五
％
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に

次
い
で
多
い
の
は
、
大
株
主
懇
談
会
を
報
告
会
と
み
る
企
業
で
あ

り
、
七
二
％
を
占
め
て
い
る
。
だ
が
、
大
株
主
懇
談
会
を
根
回
し

会
と
み
る
企
業
は
少
な
く
、
二
六
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

表6犬株主への個別の根回しを行
　　　った企業　　　社数，（）内％

資本金（億円） 1982

1
0
以
下
1
0
0
以
下
1
0
0
　
超

3
1
　
　
　
　
　
1
1
1
（
2
7
．
9
）
5
2
　
　
　
　
　
3
1
8
（
1
6
．
4
）
　
5
　
　
　
　
　
　
9
6
（
5
－
2
）

計

8
8
　
　
　
　
　
5
2
5
（
1
6
．
8
）

出所：表4に同じ。

　注1大株圭への個別の根回Lを行わなかっ

　　　た企菜数およぴ回答企葉数の内駅はっ

　　　ぎのとおoである0
　　　1982年（棚社、421社）。

表
6
は
、
大
株
主
へ
の
個
別
の
根
回
し
を
行
っ
た
企
業
に
つ
い
て
、

一
九
八
二
年
の
資
本
金
別
調
査
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表

6
か
ら
分
か
る
の
は
、
大
株
主
へ
の
個
別
の
根
回
し
を
行
っ
た
企

業
が
一
七
％
、
つ
ま
り
六
杜
に
一
社
の
割
合
に
留
ま
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
資
本
金
別
で
み
る
と
、
一
〇
億
円
以
下
の
企
業

で
の
根
回
し
が
比
較
的
多
い
の
に
対
し
、
一
〇
〇
億
円
超
の
企
業

で
の
根
回
し
は
非
常
に
少
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。
　
一
方
、
大
株
主

へ
の
個
別
の
根
回
し
を
行
わ
な
か
っ
た
企
業
は
三
三
三
杜
（
六

三
．
四
％
）
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
九
九
社
で
は
、
大
株
主

に
対
し
て
個
別
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

　
さ
い
、
こ
に
、
表
7
は
、
大
株
主
懇
談
会
を
開
い
た
企
業
、
大
株

主
へ
の
個
別
の
根
回
し
を
行
っ
た
企
業
、
お
よ
び
大
株
主
懇
談
会

を
開
か
ず
、
大
株
主
へ
の
個
別
の
根
回
し
も
行
わ
な
か
っ
た
企
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

に
つ
い
て
、
そ
の
企
業
系
列
別
内
訳
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま

ず
大
株
主
懇
談
会
を
開
い
た
企
業
を
み
る
と
、
七
二
杜
中
五
二
社

（
七
二
．
二
％
）
が
金
融
機
関
系
に
、
八
社
（
一
一
・
一
％
）
が

事
業
会
社
系
に
、
つ
ま
り
七
二
社
申
六
〇
社
（
八
三
ぺ
三
％
）
が

金
融
機
関
系
ま
た
は
事
業
会
社
系
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ぎ
に
大
株
主
へ
の
個
別
の
根
回
し
を
行
っ
た
企
業
を
み
る
と
、

八
八
社
中
五
三
社
（
六
〇
・
二
％
）
が
金
融
機
関
系
に
、
三
〇
社

〃
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（29）　旧・新商法下の株主総会と企業支配

（
三
四
二
％
）
が
事
業
会
社
系
に
、
つ
ま
り
八
八
社
中
八
三
杜

（
九
四
．
三
％
）
が
金
融
機
関
系
ま
た
は
事
業
会
社
系
に
属
し
て
い

る
こ
と
が
知
れ
る
。
さ
ら
に
大
株
主
懇
談
会
を
開
か
ず
、
大
株
主

へ
の
個
別
の
根
回
し
も
行
わ
な
か
っ
た
企
業
を
み
る
と
、
三
六
五

社
中
二
五
三
社
（
六
九
・
三
％
）
が
金
融
機
関
系
に
、
四
一
社
（
一

一
．
二
％
）
が
事
業
会
社
系
に
、
つ
ま
り
三
六
五
社
中
二
九
四
社

（
八
9
五
％
）
が
金
融
機
関
系
ま
た
は
事
業
会
社
系
に
属
し
て
い

る
こ
と
が
読
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
7
を
全
体
と
し
て
み
れ
ぱ
、

五
二
五
社
の
八
割
強
の
企
業
が
何
ら
か
の
金
融
機
関
ま
た
は
事
業

会
牡
の
系
列
に
、
し
か
も
そ
の
大
半
は
金
融
機
関
の
系
列
に
つ
な

が
る
形
で
、
属
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
実
証
分
析
の
結
果
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
H
④
大
株
主
懇
談
会

は
五
社
な
い
し
七
社
に
一
社
の
割
合
で
開
か
れ
た
、
◎
實
本
金
別

で
は
一
〇
億
円
超
一
〇
〇
億
円
以
下
の
企
業
で
の
開
催
が
比
較
的

多
か
っ
た
、
◎
大
株
主
懇
談
会
を
報
告
会
ま
た
は
親
睦
会
と
み
る

企
業
が
非
常
に
多
く
、
根
回
し
会
と
み
る
企
業
は
少
な
か
っ
た
、

⇔
④
大
株
主
へ
の
個
別
の
根
回
し
は
四
社
な
い
し
六
社
に
一
社
の

割
合
で
行
わ
れ
た
、
◎
資
本
金
別
で
は
一
〇
億
円
以
下
の
企
業
で

の
根
回
し
が
比
較
的
多
く
、
一
〇
〇
億
円
超
の
企
業
で
の
根
回
し

は
少
な
か
っ
た
、
◎
大
株
主
へ
の
個
別
の
報
告
は
五
社
に
一
杜
の

割
合
で
行
わ
れ
た
、
⇔
④
大
多
数
の
企
業
は
何
ら
か
の
金
融
機
関

ま
た
は
事
業
会
社
の
系
列
に
属
し
て
い
た
、
◎
大
半
の
企
業
で
は

金
融
機
関
系
と
の
結
ぴ
つ
き
が
強
か
っ
た
、
◎
半
数
の
企
業
は
六

大
企
業
集
団
に
つ
な
が
っ
て
い
た
、
と
。

　
（
1
）
　
総
会
屋
に
つ
い
て
は
、
平
田
光
弘
、
前
掲
書
、
第
四
章
、
の
ほ

　
　
か
、
さ
ら
に
つ
ぎ
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
平
囲
光
弘
（
稿
）
「
わ
が
国
の
企
業
・
株
主
総
会
・
総
会
星
」
『
一

　
　
橋
論
叢
』
第
八
九
巻
第
二
号
（
一
九
八
三
年
二
月
）
、
五
〇
1
七
八

　
　
頁
。

　
（
2
）
　
各
企
業
が
い
か
な
る
企
葉
系
列
に
属
す
る
か
を
決
め
る
に
当
た

　
　
っ
て
は
、
主
と
し
て
つ
ぎ
の
資
料
に
よ
っ
た
。

　
　
　
経
済
調
査
協
会
編
『
年
報
”
系
列
の
研
究
・
』
－
第
一
部
上
場

　
　
企
業
編
（
第
二
三
集
）
、
第
二
部
上
場
企
業
編
（
第
二
〇
集
）
、
非
上

　
　
場
企
業
編
（
第
二
〇
築
）
、
非
上
場
・
第
三
次
産
業
編
（
第
二
〇
集
）

　
　
1
各
一
九
八
三
年
版
。

分
析
結
果
の
解
釈
－
経
営
者
支
配
説
へ

の
疑
問

　
筆
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
実
証
分
析
の
結
果
に
つ
い
て
、

の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

つ
ぎ
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旧
商
法
下
の
企
業
、
と
く
に
上
場
企
業
の
多
く
は
、
系
列
的
．

集
団
的
に
何
ら
か
の
結
ぴ
つ
き
を
持
ち
な
が
ら
、
あ
る
と
き
は
大

株
主
懇
談
会
を
通
じ
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
大
株
主
と
の
個
別
の

接
触
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
あ
る
と
き
は
こ
の
両
方
を
通
じ
て
、
株

主
総
会
付
議
議
案
に
つ
い
て
の
大
株
主
に
対
す
る
事
前
の
根
回
し

を
頻
繁
に
行
っ
て
き
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に

よ
る
大
株
主
へ
の
根
回
し
は
、
次
第
に
形
式
的
な
も
の
に
な
っ
て

き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ぱ
、
大
株
主
懇
談
会
に

も
大
株
主
と
の
個
別
の
接
触
に
も
、
本
来
の
根
回
し
的
性
格
が
薄

ら
ぎ
、
か
え
っ
て
報
告
的
・
親
睦
的
性
楮
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
じ
じ
つ
最
も
重
要
な
役
員
人
事
を
考
え
て
み
て
も
、

株
主
総
会
の
つ
ど
そ
れ
が
付
議
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ん

や
業
緕
が
順
調
に
伸
び
て
い
る
企
業
に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
が

荒
れ
る
気
遣
い
は
な
く
、
そ
れ
は
平
穏
に
終
了
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、
大
株
主
懇
談
会
も

大
株
主
と
の
個
別
の
接
触
も
お
の
ず
と
形
式
化
す
る
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
反
対
に
、
業
綬
が
悪
化
し
て
い
る
企
業

に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
が
荒
れ
て
長
び
く
恐
れ
が
あ
り
、
そ
れ

が
平
穏
に
終
了
す
る
可
能
性
は
む
し
ろ
低
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
は
、
大
株
主
懇
談
会
も
大

株
主
と
の
個
別
の
接
触
も
お
の
ず
か
ら
根
回
し
と
し
て
の
実
質
を

果
た
す
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
と
こ
ろ
で
、
根
回
し
の
内
容
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
”
付
議

議
案
可
決
の
た
め
に
よ
ろ
し
く
、
こ
協
カ
を
お
願
い
し
ま
す
・
。
と
い

う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
り
、
経
営
者
は
こ
う
し
た
趣
意
の
根
回

し
を
大
株
主
に
対
し
て
行
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
大

株
主
は
、
む
ろ
ん
金
融
機
関
、
取
引
企
業
あ
る
い
は
関
係
会
社
の

、
こ
と
き
機
関
株
主
で
あ
る
場
合
が
極
め
て
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
、
こ
れ
ら
の
大
株
主
は
経
営
者
に
よ
る
根
回
し
に
対
し
て
い

つ
で
も
イ
エ
ス
マ
ン
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
大
株
主
は
こ

れ
に
対
し
て
常
に
イ
エ
ス
マ
ン
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
恐
ら
く

企
業
の
業
績
が
良
好
で
あ
る
と
き
に
は
、
大
株
主
は
イ
エ
ス
マ
ン

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
企
業
の
業
績
が
悪
化

し
た
と
き
に
は
、
大
株
主
が
イ
エ
ス
マ
ン
で
あ
る
可
能
性
は
低
い

で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
こ
う
し
た
経
営
者
に
よ
る
大
株
主
へ

の
根
回
し
の
事
態
を
直
視
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
経
営
者
支
配
が

み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
経
営
者
と
大
株
主
と
の
連
合
支
配
な

い
し
共
同
支
配
と
呼
び
う
る
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
、
と
筆
者
は
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
経
営
者
の

30



（31）　1日・新商法下の株主総会と企業支配

影
響
カ
が
よ
り
大
き
く
作
用
す
る
か
、
そ
れ
と
も
大
株
主
の
影
響

カ
が
よ
り
大
き
く
作
用
す
る
か
は
、
に
わ
か
に
は
判
断
し
が
た
い
。

恐
ら
く
企
業
の
業
綾
良
好
の
と
き
は
、
経
営
者
の
影
響
カ
が
よ
り

大
き
く
作
用
し
、
反
対
に
企
業
の
業
績
悪
化
の
と
き
は
、
大
株
主

の
影
響
力
が
よ
り
大
き
く
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
新
商
法
下
の
株
主
総
会
と
企
業
支
配

　
周
知
の
と
お
り
、
一
九
八
二
年
十
月
か
ら
、
旧
商
法
下
の
形
骸

化
し
た
株
主
総
会
を
活
性
化
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
新
商
法
が
施

行
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
株
主
総
会
を
一
一
般
株
主
が
積
極
的
に

参
加
し
う
る
よ
う
な
”
開
か
れ
た
総
会
。
に
す
る
こ
と
が
意
図
さ

れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
企
業
は
、

表8　現実出席株主数

　　　　　社数。（）内％

人数（人）

50以下

51＿100

101－200

201－300

301以上

回　　答

無回答

1983

　267
（33．9）

　284
（36－1）

　136
（17．3）

　51
（6－5）

　49
（6．2）

　787
（100－O）

　1

887計

出所：『新商法下の株圭総会に関する

　　　アンケー｝調査結果』から作成

何
よ
り
も
ま
ず
、
穣
年
の
悪
弊
と
さ
れ
た
特
殊
株
主
、
す
な
わ
ち

総
会
星
（
昨
今
の
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
株
主
）
と
の
腐
れ
縁
を
み
ず
か

ら
断
ち
切
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
企

業
は
こ
う
し
た
総
会
屋
と
の
腐
れ
縁
を
ど
れ
ほ
ど
断
ち
切
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。

　
警
視
庁
の
調
査
結
果
（
一
九
八
二
年
九
月
三
十
日
現
在
で
、
警

視
庁
管
内
特
殊
暴
力
防
止
対
策
連
合
協
議
会
加
盟
企
業
一
、
一
五

九
社
を
対
象
に
調
査
）
に
よ
れ
ぱ
、
回
答
を
寄
せ
た
九
〇
五
社
の

う
ち
、
　
一
六
四
社
で
は
も
と
も
と
総
会
星
と
の
付
き
合
い
が
な
か

っ
た
と
い
う
。
ま
た
七
…
二
社
で
は
す
ぺ
て
の
総
会
屋
と
の
付
き

合
い
を
打
ち
切
っ
た
が
、
残
り
の
八
社
で
は
一
都
の
総
会
星
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

付
き
合
い
を
打
ち
切
つ
て
い
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
新
商
法
施
行

　
の
直
前
に
は
、
わ
ず
か
一
％
弱
の
企
業
を
残
し
て
、
ほ
と
ん
ど

　
の
企
業
は
総
会
星
と
の
腐
れ
縁
を
断
ち
切
っ
て
い
た
こ
と
が
分

　
か
る
。
一
方
、
響
視
庁
管
内
に
は
、
新
商
法
施
行
前
ま
で
三
・

　
五
一
五
人
の
総
会
屋
が
い
た
が
、
同
法
施
行
後
九
二
〇
人
に
減

　
り
、
こ
の
う
ち
株
主
総
会
に
常
時
で
て
積
極
的
に
菱
言
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

　
る
総
会
星
は
、
わ
ず
か
四
〇
1
五
〇
人
程
度
で
あ
る
と
い
う
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
総
会
屋
の
事
態
の
も
と
で
開
催
さ
れ
た

新
商
法
下
の
株
主
総
会
の
実
態
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

31
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表φ株主総会前の書面質問
　　　　　　　社数，（）内％

~~:~ 1983 

z
~
)
1
'
k
 
t
d
:
 
~
'
 
i
,
 
t
:
 
~
l
 
~
~
*
 
~
~
~
~
]
~
~
;
*
 

1
5
6
 
(
 
1
9
.
9
)
 
6
2
7
 
(
8
0
.
1
)
 
7
8
3
 
(
1
0
0
.
0
)
 
5
 

~f 788 

出所：峯童8に同Lo

う
か
。
日
本
監

査
役
協
会
の

『
新
商
法
下
の

株
主
総
会
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー

　
　
　
＾
3
）

ト
調
査
結
果
』

（
全
国
上
場
企

業
の
一
九
八
三

　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

年
一
月
－
六
月
総
会
を
対
象
に
調
査
）
に
よ
っ
て
こ
れ
を
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
表
8
は
、
現
実
出
席
株
主
数
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
結
果

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
8
か
ら
分
か
る
の
は
、
そ
の
人
数
が
、

一
〇
〇
人
以
下
に
集
中
し
、
こ
れ
の
み
で
回
答
企
業
の
七
〇
％
を

占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
一
〇
〇
人
以
下
の
現
実

出
席
株
主
が
七
三
－
七
七
％
を
占
め
た
旧
商
法
下
の
株
主
総
会
と

　
　
　
　
　
＾
4
）

ほ
ぼ
変
り
が
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
表
9
は
、

株
主
総
会
前
の
書
面
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
結
果
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
9
か
ら
、
書
面
に
よ
る
質
問
は
「
な
か

っ
た
」
と
い
う
企
業
が
回
答
企
業
の
八
○
％
、
「
あ
っ
た
」
と
い

う
企
業
が
二
〇
％
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
た
こ
と
が
知
れ
る
。
さ
ら
に

表10株主総会での質間に対する事前の打ち合らせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　社数，（　）内％

　　　　　　項・目　　　1・…

593

（75．3）

696

（88－3）

614

（77．9）

468

（59．4）

　109
（13．8）

ア88

（1OO．0）

社長（議長）と打ち合わせた

総会担当役員（担当者）と打ち合わせた

監査役間で打ち合わせた

会計監査人（公認会計士）と打．ち合わせた

その他

計

出所：表8に同じ。

　注：璽複回答。

表
1
0
は
、
株
主
総
会
で
の
質
問
に
対
す
る
監
査
役
の
事
前
の
打
ち

合
わ
せ
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表

1
0
か
ら
、
「
総
会
担
当
役
員
（
担
当
者
）
と
打
ち
合
わ
せ
た
」
と

い
う
企
業
が
八
八
％
、
「
監
査
役
間
で
打
ち
合
わ
せ
た
」
と
い
う

企
業
が
七
八
％
、
「
社
長
（
議
長
）
と
打
ち
合
わ
せ
た
」
と
い
う

企
業
が
七
五
％
、
ま
た
「
会
計
監
査
人
（
公
認
会
計
士
）
と
打
ち

合
わ
せ
た
」
と
い
う
企
業
が
五
九
％
と
、
い
ず
れ
も
回
答
企
業
の

拐



（33）　1日・新商法下の株主総会と企業支配

過
半
数
を
占
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
づ
い
て
表
u
は
、
株
主
総

会
で
の
質
間
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
1
1
か
ら
、
質
間
は
「
出
な
か
っ
た
」
と
い
う
企
業
が
回
答
企
業

の
八
四
％
を
占
め
た
の
に
対
し
、
質
問
が
「
出
た
」
と
い
う
企
業

は
一
六
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
れ
か
ら
表
1
2
は
、

株
主
総
会
の
所
要
時
間
に
つ
い
て
、
・
そ
の
調
査
結
果
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
表
1
2
を
み
て
気
づ
く
の
は
、
株
主
総
会
を
六
〇
分
未

満
で
終
え
た
企
業
が
回
答
企
業
の
九
三
％
に
及
ん
で
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
点
は
、
旧
商
法
下
の
株
主
総
会
が
ほ
と
ん
ど
六
〇
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
〕

以
下
で
終
了
し
た
こ
と
と
大
差
が
な
い
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

違
い
は
む
し
ろ
、
旧
商
法
下
の
株
主
総
会
に
あ
っ
て
は
三
〇
分
以

下
で
の
終
了
が
圧
倒
的
に
多
か
ウ
た
の
に
対
し
、
新
商
法
下
の
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
に
あ
っ
て
は

表11株主総会での質問
　　　　　　社数。（〕内％

項　　目 1983

出
　
　
た
出
な
か
っ
た
回
　
　
答
無
回
答

1
2
8
（
1
6
．
3
）
6
5
7
（
8
3
．
7
）
7
8
5
（
1
0
0
．
0
）
　
3

計 788

　
　
三
〇
分
以
上
六

　
　
〇
分
未
満
で
の

　
　
終
了
が
半
数
を

㌦
　
占
め
た
こ
と
に

同
脈
　
あ
る
。
な
お
、

表　
　
表
1
2
に
つ
い
て

所出　
　
付
言
し
た
い
の

は
、
二
時
間
以
上
を
要
し
た
株
圭
総
会
が
回
答
企
業
の
三
％
弱
も

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
〃
長
時
間
総
会
”
だ
の
〃
マ
ラ
ソ
ン
総
会
。

だ
の
”
ロ
ン
グ
ラ
ン
総
会
”
だ
の
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
こ
れ

　
　
？
）

に
当
た
る
。
さ
い
、
こ
に
表
1
3
は
、
旧
商
法
下
の
株
主
総
会
と
変
っ

た
点
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
緒
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
1
3

か
ら
、
「
各
決
算
書
類
関
係
を
詳
細
に
説
明
」
し
た
と
い
う
企
業

が
七
五
％
、
「
議
事
進
行
は
議
長
主
導
型
に
し
た
」
と
い
う
企
業

が
六
九
％
、
ま
た
「
受
付
を
厳
し
く
し
た
」
と
い
う
企
業
が
五
七

％
と
、
い
ず
れ
も
回
答
企
業
の
過
半
数
を
占
め
た
こ
と
が
知
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
新
商
法
下
の
株
主
総
会
の
実
態
は
つ
ぎ
の

よ
う
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
H
ほ

と
ん
ど
の
企
業
は
、
総
会
星
（
プ
ロ
株
主
）
と
の
付
き
含
い
を
絶

表12株主総会の所要時間
　　　　　　祉数，（）丙％

時閥（分） 1983

30未満 329

（41．8）

60未満 398

（50．5）

120未満 41

（5，2）

120以上 20

（2．5）

回　　答 788

（100．0）

無回答 O

計 788

出所：表8に同じ・
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表13　以前の株主総会と変ウた点

　　　　　　　　　　　　　社数。（〕内％

項　　　　目 1983

各決算薔類関係を詳細に説明 594

（75．4）

議事進行は議長主導型にした 542

（68．8）

株主からの質問が多く従来より時間がかかった・ 59

（7．5）

時間が短くなった 15

（1，9）

受付を厳しくした 452

（57・4〉

他社の総会担当者が多数出席した 98

（12．4）

その他 45

（5．7）

788
計

（100．O）

っ
た
、
⇔
多
く
の
企
業
で
は
、
現
実
出
席
株
主
の
人
数
は
一
〇
〇

人
ど
ま
り
で
、
旧
商
法
下
の
株
主
総
会
と
変
り
が
な
か
っ
た
、
⇔

④
多
く
の
企
業
で
は
、
株
主
総
会
前
に
書
面
に
よ
る
質
問
は
出
な

か
っ
た
、
◎
多
く
の
企
業
で
は
、
株
主
総
会
で
の
質
間
に
備
え
て
、

監
査
役
が
、
社
長
、
総
会
担
当
役
員
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
等

と
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
、
◎
し
か
し
、
多
く
の
企
業
で
は
、

　
　
　
株
主
総
会
で
も
質
間
は
出
な
か
っ
た
、
㈲
ほ
と
ん
ど
の

　
　
　
　
企
業
で
は
、
株
主
総
会
は
一
時
間
足
ら
ず
で
終
了
し
た
、

　
　
　
㈲
多
く
の
企
業
で
は
、
株
主
総
会
の
運
営
は
議
長
主
導

　
　
　
　
の
も
と
に
進
め
ら
れ
た
、
と
。

　
　
　
　
　
だ
が
、
筆
者
は
、
新
商
法
下
の
株
主
総
会
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
）

　
　
　
　
な
お
つ
ぎ
の
三
点
を
特
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
第
一
は
、
各
企
業
が
全
社
的
に
株
主
総
会
に
取
り
組

　
　
　
　
ん
だ
点
で
あ
る
。
招
集
通
知
、
営
業
報
告
書
等
の
記
載

　
　
　
　
内
容
の
検
討
、
膨
大
な
想
定
問
答
集
の
作
成
、
模
擬
総

　
　
　
　
会
の
開
催
に
時
間
を
掛
け
た
の
は
、
そ
の
端
的
な
現
れ

　
㌦
一
　
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
株
主
総
会
の
運
営
に
総
会
屋
対

　
同
答

　
脈
獺
　
策
的
側
面
が
つ
よ
く
出
た
点
で
あ
る
。
総
会
の
同
日

　
表
皿肺

溢
　
（
六
月
二
十
九
日
）
集
中
開
催
、
警
察
当
局
の
警
備
体

　
出　

　
　
制
の
強
化
は
、
そ
の
端
的
な
現
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

第
三
は
、
株
主
総
会
が
活
性
化
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
〃
し
ら
け
総

会
。
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
一
般
株
主
の
無
関
心
、
総
会
屋
の
い

や
が
ら
せ
的
な
質
問
の
繰
り
返
し
は
、
そ
の
端
的
な
現
れ
で
あ
ろ

う
。　

要
す
る
に
、
議
長
主
導
の
も
と
に
運
営
さ
れ
た
新
商
法
下
の
株

主
総
会
は
、
一
都
に
長
時
間
化
が
み
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
ほ
と

挫



（35）　旧・新商法下の株主総会と企薬支配

ん
ど
が
一
時
間
以
下
で
終
了
し
た
わ
け
で
あ
る
σ
こ
の
点
は
、
旧

商
法
下
の
株
主
総
会
の
場
合
と
大
差
が
な
か
っ
た
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
。
た
だ
同
じ
一
時
間
以
下
と
い
っ
て
も
、
旧
商
法
下
の
株

主
総
会
の
場
合
に
は
三
〇
分
以
下
で
の
終
了
が
圧
倒
的
に
多
か
っ

た
の
に
対
し
、
新
商
法
下
の
そ
れ
の
場
合
に
は
三
〇
1
六
〇
分
で

の
終
了
が
む
し
ろ
多
か
っ
た
と
い
う
違
い
は
あ
る
。
つ
ま
り
新
商

法
下
の
株
主
総
会
に
あ
っ
て
は
、
営
業
報
告
書
等
の
説
明
が
詳
し

く
な
っ
た
分
だ
け
時
間
が
長
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
一

都
に
は
総
会
屋
に
よ
る
質
問
の
繰
り
返
し
が
み
ら
れ
た
も
の
の
、

一
般
株
主
か
ら
の
質
問
は
ほ
と
ん
ど
出
ず
、
活
性
化
と
は
ほ
ど
遠

い
”
し
ら
け
総
会
。
”
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
総
会
”
が
大
勢
を
占
め
た

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
商
法
下
の
株
主
総
会
も
ま
た
、
旧

商
法
下
の
そ
れ
と
同
様
、
意
思
決
定
の
場
と
し
て
の
機
能
を
な
ん

ら
果
た
さ
ず
、
形
骸
化
・
無
機
能
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
大
株
主
懇
談
会
や
大
株
主
と
の
個
別
の
接
触
を
通

じ
て
行
わ
れ
る
大
株
主
へ
の
事
前
の
根
回
し
の
実
態
は
ど
の
よ
う

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
調
査
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、
と
く
に
大
株
主
懇
談
会
に
つ
い
て
は
、
事
前
の
情
報
開
示
や

利
益
供
与
の
問
題
か
ら
、
こ
れ
を
取
り
や
め
に
し
た
企
業
が
多
か

　
　
　
　
　
　
＾
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ワ
た
と
い
わ
れ
る
。
一
方
、
大
株
主
へ
の
個
別
の
根
回
し
に
つ
い

て
は
、
同
じ
く
事
前
の
情
報
開
示
の
問
題
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
ど

れ
ほ
ど
の
企
業
で
行
わ
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら

に
よ
る
大
株
主
へ
の
根
回
し
は
、
”
開
か
れ
た
総
会
。
を
旗
印
と

し
て
活
性
化
を
め
ざ
す
新
商
法
の
も
と
で
は
、
旧
商
法
下
に
お
け

る
よ
り
も
一
層
形
式
化
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ

う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
経
営
者
支
配
説
に
対
す
る
筆
者
の
疑
問
が

あ
と
か
た
も
な
く
消
え
去
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
依
然
と

し
て
経
営
者
と
大
株
主
と
の
連
合
支
配
な
い
し
共
同
支
配
と
呼
ぴ

う
る
も
の
が
み
ら
れ
る
、
と
筆
者
は
解
す
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
そ
の
中
に
は
、
株
付
け
し
て
い
る
総
会
屋
が
一
、
O
○
○
人
を

　
超
え
る
企
業
が
八
社
、
年
間
賛
助
金
が
一
億
円
を
趨
え
る
企
業
が
一

　
二
社
も
あ
ウ
た
。

（
2
）
　
「
株
主
総
会
　
さ
あ
本
番
」
（
一
九
八
三
年
六
月
二
十
六
目
付
朝

　
目
新
聞
）
、
「
株
主
総
会
新
時
代
（
中
）
」
（
一
九
八
三
年
七
月
二
目
付

　
目
本
経
済
新
聞
）
な
ど
。

（
3
）
　
回
答
企
業
数
・
回
答
率
の
内
訳
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
九
八
三
年
（
一
、
四
〇
八
社
中
七
八
八
社
、
五
六
・
O
％
）

（
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
田
光
弘
、
前
掲
書
、
九
五
頁
、
表
三

　
－
ニ
ハ
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
田
光
弘
、
前
掲
書
、
一
ニ
ニ
頁
、
表

肋
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三
－
三
三
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
（
β
）
，
”
長
時
間
総
会
。
の
事
例
と
し
て
は
、
例
え
ぱ
、
つ
ぎ
の
も
の

　
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
松
屋
（
八
時
間
四
五
分
）
住
友
金
属
工
業
（
七
時
間
四
五
分
）
サ

　
ヅ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
（
七
時
間
）
い
す
“
自
動
車
（
五
時
間
四
七
分
）
よ

　
み
う
り
ラ
ン
ド
（
五
時
間
三
五
分
）
小
松
製
作
所
（
五
時
間
三
〇

　
分
）
麟
麟
麦
酒
（
五
時
間
）
三
菱
油
化
（
四
時
間
三
〇
分
）
目
本
力

　
ー
ボ
ン
（
四
時
間
三
〇
分
）
鹿
島
建
設
（
四
時
間
二
五
分
）
松
坂
屋

　
（
四
時
間
）
協
和
銀
行
（
三
時
間
五
七
分
）
田
村
電
機
製
作
所
（
三

　
時
間
囚
五
分
）
プ
リ
ヂ
ス
ト
ン
タ
イ
ヤ
（
三
時
間
四
〇
分
）
オ
リ
ン

　
パ
ス
光
学
（
三
時
間
）
日
本
冷
蔵
（
三
時
間
）
な
ど
。

（
7
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ぱ
、
つ
ぎ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
《
座
談
会
彰
「
改
正
会
社
法
下
の
株
主
総
会
の
回
顧
と
展
望
」
（
上
．

　
下
）
鴻
常
夫
。
他
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
七
九
九
号
（
一
九
八
三
年
十
月

　
．
一
日
号
）
、
第
八
〇
一
号
（
十
一
月
一
日
号
）
、
所
載
。

　
　
東
京
株
式
懇
話
会
『
会
報
』
第
三
八
四
号
（
一
九
八
三
年
九
月

　
号
）
、
七
〇
－
七
三
員
。

（
8
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
つ
ぎ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
森
本
滋
他
「
新
商
法
下
の
株
主
総
会
が
提
起
し
た
問
題
」
（
上
．

下
）
『
商
事
法
務
』
第
九
八
○
号
（
一
九
八
三
年
七
月
十
五
日
号
）
、

第
九
八
一
号
（
七
月
二
十
五
日
号
）
、
所
載
。

　
「
大
株
主
説
明
会
　
大
企
業
、
廃
止
に
動
く
」
（
一
九
八
三
年
三
月

三
十
一
目
付
同
本
経
済
新
聞
）
。

六
　
結

　
以
上
を
要
す
る
に
、
旧
・
新
商
法
下
の
企
業
に
お
け
る
株
主
総

会
付
議
議
案
に
つ
い
て
の
、
経
営
者
に
よ
る
大
株
主
へ
の
事
前
の

根
回
し
の
事
態
を
直
視
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
経
営
者
支
配
が
み

ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
経
営
者
と
大
株
主
と
の
連
合
支
配
な
い

し
共
同
支
配
と
呼
び
う
る
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
筆
者
は
、
わ
が
国
の
企
業
で
は
経
営
者
支

配
が
優
勢
で
あ
る
と
す
る
説
は
成
り
立
ち
え
な
い
の
で
は
な
か
ち

う
か
、
と
老
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
教
授
）
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